
 

 

 

■実施状況                                            ＜令和８年３月時点＞ 

交付限度額 3 億 5728 万円     

うち令和７年度 交付決定額 1 億 5376 万円（43%） 

うち令和８年度 交付決定額 ―円（―%） 

残額 2 億 0353 万円（57%） 

 

■主な事業概要 ※規模の大きい事業を最大５つ程度記載（詳細は別途実施計画をご覧ください） 

生活者支援 

◆物価高騰対策プレミアム商品券事業（令和７年度補正分） 事業費：２億９，５９５万８千円  ※食料品特別加算を活用 

 エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けている住民生活を支援するとともに町内事業者への経済的な影響を緩和するため、商品券事業を実施。 

 対象者      ：令和８年１月１日現在の藍住町の住民基本台帳に登録されている世帯主。 

 商品券の内容：１世帯あたり２万円分の商品券を１万円で販売。（１万円分のプレミアム） 

 使用期間  ：令和８年３月１日から令和８年８月３１日まで  

 
 

※事業費の全部又は一部に本交付金を充当予定 

令和７年度補正予算 重点支援地方交付金の活用状況について 

徳島県藍住町 



No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

物価高騰対策プレミアム商品券事業
（令和７年度補正分）

①エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けてい
る住民生活を支援するとともに町内事業者への経済的な
影響を緩和する。
②全世帯主への商品券発行に係る経費
③経費総額295,958千円
需用費2,782千円、役務費8,776千円、商品券換金負担金
284,400千円（15,800人×90％（購入率）×20千円）、
商品券販売代金142,200千円（15,800人×90％（購入率）×
10千円）を一般財源として充当
④令和8年1月1日現在、町の住民基本台帳に登録されて
いる世帯主

R8.1 R8.4以降

2
③消費下支え等を
通じた生活者支援

物価高騰対策プレミアム商品券事業

①エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けてい
る住民生活を支援するとともに町内事業者への経済的な
影響を緩和する。
②全世帯主への商品券発行に係る経費
③経費総額208,662千円
需用費2,565千円、役務費5,833千円、業務委託業573千
円、商品券換金負担金199,691千円（15,662人×85％（購
入率）×15千円）、
商品券販売代金133,127千円（15,662人×85％（購入率）×
10千円）を一般財源として充当
④令和7年8月1日現在、町の住民基本台帳に登録されて
いる世帯主

R7.4 R8.3

3

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

高齢者等入所施設物価高騰対策支
援事業

①エネルギー・食料品当の物価高騰に伴う高齢者・障害者
入所施設の運営経費の増大による影響を緩和する。
②高齢者・障害者入所施設への支援金及び事務費
③経費総額5,075千円
需用費10千円、役務費60千円
支援金　5,005千円（定員計1,001人×5千円）又は物価高
騰による影響額（光熱水費等）の少ない方の額
④令和６年４月１日以前に開所する令和７年４月１日時点
においても町内に所在する高齢者入所施設又は障害者入
所施設を運営する事業者

R7.4 R8.3

4

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費保護者負担抑制物価高
騰対策支援事業（R6補正分）

①物価高騰の影響による学校給食費の値上げについて、
値上げ分を公費で負担することにより、保護者負担する給
食費を据え置きとすることで負担の軽減を図る。
②需用費
③園児・児童・生徒数×給食日数（１１か月分）×1食あた
り値上げ額
・幼稚園児　 409人×187日×70円＝  5,354千円
・小学生　　2,062人×187日×70円＝26,992千円
・中学生　　1,017人×176日×70円＝12,530千円
計44,876千円のうち29,776千円（R6予備費）、15,100千円
（R7補正）を充当（事業番号8と同一事業）
④町内公立幼稚園・小学校・中学校へ通う園児児童生徒
の保護者（教職員分除く)

R7.4 R8.3

5

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費保護者負担抑制物価高
騰対策支援事業（R7予備費分）

①物価高騰の影響による学校給食費の値上げについて、
値上げ分を公費で負担することにより、保護者負担する給
食費を据え置きとすることで負担の軽減を図る。
②需用費
③園児・児童・生徒数×給食日数（１１か月分）×1食あた
り値上げ額
・幼稚園児　 409人×187日×70円＝  5,354千円
・小学生　　2,062人×187日×70円＝26,992千円
・中学生　　1,017人×176日×70円＝12,530千円
計44,876千円のうち29,776千円（R6予備費）、15,100千円
（R7補正）を充当（事業番号7と同一事業）
④町内公立幼稚園・小学校・中学校へ通う園児児童生徒
の保護者（教職員分除く)

R7.4 R8.3

令和７年度　第３回　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画


